
教学マネジメントサイクルの
構築・推進には職員の参画が必要

　教育の質保証、社会で活躍できる力
の育成が問われる中、2008年に発表
された中央教育審議会の答申「学士課
程教育の構築に向けて」は、3つのポ
リシーや学習成果に言及するなど、学
生を中心に据えた教育改革を求めると
いう意図が明確で、優れた内容だっ
た。しかし、現実には今も多くの大学
が、教育の質的向上の実現に苦労して
いる。改革を進める手法は用意できて
も、うまく動かす具体的な「しくみ」
ができていないからだ。
　教育の質的向上のためのしくみづく
りに必要なのが、2012年 8月の中教
審答申でも提起された教学マネジメン
トである。教学マネジメントとは、全
学的な教育目標を達成するための教育
システムを総合的に設計し、運用・管
理することだと言える。

　教学マネジメントの推進には、ま
ず、学長の強いリーダーシップが必要
である。学長には、経営と一体とな
り、方針を定め、それを組織内に共
有・浸透させ、成果を挙げ、教職員の
意識の変革を促すという使命がある。
　学長が全学的な見地からリーダー
シップを発揮するには、全学の教育改
革推進組織やIR組織を発足させるな
ど、学部任せではない教学組織の改革
が必要だ。学長が定めた方針をどのよ
うに共有・浸透させるか、実効性のあ
るマネジメントが問われている。

　教学マネジメントの核心は、アド
ミッション・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー
を連携させ、部門の縦割りを廃して入
り口－中身－出口を一貫して管理し、

1人ひとりの学生を4年間でしっかり
と成長させることにある。つまり、各
部局が連携したエンロールメント・マ
ネジメントの設計・運用・管理である。
　エンロールメント・マネジメントは
教員のみの力で成し遂げられるもので
はない。職員は専門実務家であり、教
育相談・支援担当者でもある立場か
ら、学生の実態に基づく課題の提示、
解決策の提案と推進といった役割で教
学運営に参画すべきだ。
　多くの大学では、入り口と出口にお
いて、入学前教育、キャリア教育、就
職支援などに職員が積極的に関わって
いる。中身の部分でも、正課外の
フィールドワークや体験型教育など
は、職員が担っている部分が多い。エ
ンロールメント・マネジメントを推進
するには、正課教育、正課外教育、
キャリア教育、学生支援システムなど
を連携させる必要がある。そこへの職
員の関与は重要であり、教職協働に
よって初めて組織的な教育が成し遂げ
られる。
　職員と教員が協働する場面は、経営、
教学、政策遂行などだが、最もハードル
が高いのが教学だろう。それは、「教育
のことは教員が決める」「授業は個々
の教員のもの」という教員の意識が強
いからだ。正課教育に対しては教員が
責任を負っているので、その責任感は
重要だが、教員の意識改革なくして、
教学における教職協働は進まない。
　教員の意識を改革した例として、大
同大学が挙げられる。2001年（当時は
大同工業大学）、学長の提案により

「授業憲章2001」を採択し、全授業を
公開。全教員の授業を順番に研究授業
に指定し、教職員が見学・授業研究を
行うことによって、授業改善を大きく
前進させた。当初は大きな抵抗があっ
たが、「授業は公共財である」という
価値観を浸透させて実施に至り、現在
も続いている。
　職員が積極的にエンロールメント・
マネジメントに関わっている例として
は、東京家政大学の進路支援センター
がある。2001年に日本では先例が少
ない入試部局と就職部局の統合を行
い、入学前教育、正課外科目（社会人
基礎力講座）、就職セミナー、卒業後
の職場定着支援などを担当している。
手厚いサポートが志願者数の増加や高
い就職率、資格取得率などにつなが
り、入り口から出口まで一貫して学生
を支援する基本姿勢が学内に浸透して
いる。このことが、教員の意識にも強
く影響を与えている。
　こうした取り組みが教職協働に基づ
く組織的な教育への道を開く。

　教学マネジメントを推進するには、
教育プログラムを通じて、どのような
人材を育成するかという目標・方針を
明示する（Plan）、プログラムにおけ

る各科目の役割について、認識を共有
し、組織的な教育を展開する（Do）、
その成果をプログラム共通の考え方や
尺度に則って評価する（Check）、評
価をふまえてプログラムを改善・進化
させる（Action）というPDCAサイク
ルの構築と運用が必要だ。
　真の教職協働とは、職員が大学の意
思決定過程に参画し、権限と責任を
持ってこのPDCAサイクルの構築と
運用に携わることである。そのために
は大学運営、教学組織に職員が正規メ
ンバーとして参画することが求められ
る。場合によっては学長補佐や副学長
に職員を任命してもよいだろう。
　日本福祉大学は2003年、日本の大
学では初めて執行役員制度を導入し、
現在、7人の職員が役員として経営や
教学の責任を負っている。教員幹部と
職員幹部が、1つの組織の中で同等の
立場で運営に携わっている状況は、教
職「協働」から教職「一体」への進化と
見ることもできる。
　私学高等教育研究所の2010年の調
査（図表）を見ると、教育改革を推進
する事務部局については34％が「あ
る」と答えている。長年、教職協働の
推進を提言してきた立場から見ると、
全国的に教学への職員の組織的参画は
大きく進んでいると評価できる。
　今後、職員の存在感が高まれば、教
学分野のアドミニストレーターとして

活躍し、進化していくだろう。教学の
課題を分析して解決策を提示し、実行
の管理を担うことができる職員だ。教
育の質を持続的に高めるしくみである
教学マネジメントのPDCAサイクル
の構築と運用を、学内外のニーズや課
題、実態を把握している職員が支え、
担うことは有効と言える。そうした人
材を育て、受け入れる体制が必要にな
るだろう。

　最後に教育プログラムの特色化につ
いて触れておきたい。教育の質保証の
時代に問われるのは、「学士力」など
に代表される汎用的な能力の育成であ
る。卒業後に社会で活躍するために必
要な力であるが、そこに照準を合わせ
ると、教育内容は標準化される傾向に
なりやすい。
　一方で、ここに特色を与えることが
できるのも職員ではないかと私は考え
る。それは職員が大学の置かれている
実態を把握できる立場にいるからだ。
　高校生、保護者、企業などのステー
クホルダーからの要望や批判を直接受
け取るのは、主として職員である。自
学が置かれている現状や学生の実態な
どの現状を把握しているのも主に職員
だ。職員は、こうした大学の現状や
データを、学長、協働する教員に伝え、
育成をめざす人材像、ミッションを実
現するための独自の工夫を提案してい
く必要がある。実態に基づいたマネジ
メントが行われなければ、目標や方針
は「絵に描いた餅」にすぎない。
　自学の現状や、ステークホルダーの
ニーズを教学マネジメントの中に適切
に位置付けられるなら、教育プログラ
ムの特色化、そして質の向上はおのず
と進むはずだ。
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共通の目標に向かって全学で教学マネジメントを推進するには、教員の
取り組みに加え、学長のリーダーシップと職員の参画が重要である。
長年、日本福祉大学で大学のマネジメントに携わってきた篠田道夫学園
参与（桜美林大学教授）に、職員の果たすべき役割について聞いた。

条件① 学内組織

オピニオン②

特 集 教学マネジメントの4つのキーワード

図表 業務運営の現状評価（職員の参画に関する項目を抜粋）
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